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まちづくり基本条例制定に関する基本的事項について 

 

 

第１ まちづくり基本条例の背景（地方分権の進展）について 

  

   自治システム 
「地域のことは、地域で考え、地域自ら

の責任で決める。」 
・自己決定、自己責任 

中央省庁主導システム 
 ・機関委任事務 
 ・国の指揮命令 
 ・全国画一の公平性 

地方分権改革 

 

 

 

 

 

 

 
・地域経営の基本となる理念やルール 
・諸政策の基本となる理念や原則 
・市民参加、協働のための理念や原則 

まちづくり基本条例 
 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 条例の位置付けについて 

 １ 一般的な定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住民による自治体行政、議会の役割、住民自身の責務と権利の定義 
 自治体の地方自治の（住民自治、団体自治）の基本的なあり方について規定し、かつ、そ

の自治体における自治体法体系の頂点に位置付けられる条例 
 
 
 
 

住民自治：住民の参加によって自治体運営されるということ。  
団体自治：地方自治が住民から負託を受けた地方自治体の責任において運営されるということ。

２  条例の規定事項   

(1) 自治の基本理念やビジョンの定義 

(2) 自治の実現にとって重要な市民の権利や責務を規定 

(3) 自治（まち）をつくるための制度や仕組みを規定 

(4) 行政・議会の組織・運営・活動に関する基本的事項を規定 

(5) 自治体の最高規範として、他の条例や計画などの立法指針、解釈指針を規定 
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第３ 花巻市における「まちづくり基本条例」の制定について 

 １ 制定時期 

   平成１９年度内 

 

 ２ 条例に関する基本事項 

  (1) 自治体運営を支える最も基本的な理念や仕組みを定める。 
⇒ 市の憲法としての最高規範性をもつもの 

  (2) 市民と自治体との協働の推進 
      ⇒ 市民の「参加」「協働」の原則 
    (3) 市民の参加及び意見を取り入れながらの条例づくり 
      ⇒ 市民会議、懇談会、パブリックコメント等 
 
 ３ 検討イメージ 

 
      

  市長 
条例案の作成 

市議会 

提言 

まちづくり基本条例策定委員会 
 市民会議と職員プロジェクトチームの

意見を踏まえ条例の素案作成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

意見・提言 

 
市民会議 
 公募による市民を中心と
して構成し、条例に盛り込
むべき基本的内容等を検討 

１９年 ５月～ 市民会議を先行
スタート 

１８年１２月～ 

協働 
意見調整 

職員プロジェクトチーム 
 行政として、盛り込むべ
き内容を検討 

条例提案 
 

  
 

１９年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供、パブリックコメント、市民懇談会等 

 

 

 

市民、団体等 
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条例制定までのスケジュール（案） 

 
 
 

第１回(10/22) 

第２回(11/ 5) 

第３回(11/12) 

住民説明会  (11/下～) 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ (11/下～12/末)

第４回(1/上) 

シンポジウム(11/30) 

条例案の決定 

 ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ用 

策定委員会 

市 市民会議 

市民会議提言 10/12 

第 20 回(最終) 

提言に対する意見のとりまとめ 

職員ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ会議 

20 年 3 月議会 

市民会議提言・職員ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ意見等の提示 

本会議 

全員協議会 

説明会 (11/下)総合計画委員会 

条例案の作成 

条例素案の決定 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施結果の提示 

第５回(1/中) 

条例素案の提言 1/中 

庁議・経営会議(2/中) 

例規審査会(2/中) 

議 会  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条例の施行 (H20.4.1) 

条例の公布 (H20.3) 


